
 

 

生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業） 

 

平成３１年３月６日 

 

（名   称）北広島市地域公共交通活性化協議会 

（代表者名）会長 川村 裕樹 
   

１．生活交通改善事業計画の名称 

 ２０１８年度北広島市ユニバーサルデザインタクシー導入事業計画 

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性 

高齢者、障がい者、車いす利用者、乳幼児連れの保護者や妊婦の方など、移動に制約のあ

る様々な方を含め誰もが利用しやすいユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の導

入をすることにより、公共交通のバリアフリー化を図り、社会参加の機会や地域の活性化を

促進することを目的とします。 

また、路線バスの利用が困難な方にとって、タクシーは移動の足としてなくてはならない

交通手段であり、誰もが快適に利用できる交通環境の整備を目指す取り組みとして、ＵＤタ

クシーの導入を図っていく必要性があります。 

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果 

（１）事業の目標 

 北広島市では、２０１８年３月末時点において、１１台（ＵＤタクシー３台、福祉タクシ

ー８台）のバリアフリー対応のタクシーが導入されています。国は「高齢者、障害者等の移

動の円滑化の促進に関する法律」の基本方針において平成３２年度までに全国で約２８，０

００台のＵＤタクシー・福祉タクシー車両の導入をする目標を掲げています。 

北広島市としても、基本方針に基づき、現状の利用状況や今後の需要を勘案しつつ、ＵＤ

タクシー・福祉タクシー車両の導入を促進し、バリアフリー化を図ります。 

（２）事業の効果 

ＵＤタクシー車両を増加させることで、高齢者、障がい者、車いす利用者、乳幼児連れの

保護者や妊婦の方など、誰もが安全で快適に利用しやすい公共交通の実現が図られる。 

 

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者 

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者） 

（内容） 

  ・ＵＤタクシー車両の導入 （１台）：株式会社 ウイング 

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について） 

・株式会社 ウイング： 身体・知的 ～ 各１割 

（実施事業者（補助対象事業者）における特定地域での減休車の状況について  

※特定地域外の事業者及び福祉限定事業者は記載不要 

・Ｈ２９年８月２３日認可の事業者計画により実施 

（２）関連事項   

〈バス車両の導入に係る事業〉 該当なし 

〈福祉タクシー車両・共同配車センターに係る事業〉 該当なし 

〈バスターミナルに係る事業〉 該当なし 
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５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

２０１８年度（当該年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

ＵＤタクシー

導入事業 

3,000千円 600千円 0千円 0千円 2,400千円 

１００％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ 

合 計 
3,000千円 600千円 0千円 0千円 2,400千円 

１００％ ２０％ ０％ ０％ ８０％ 

※総事業費については見込み額を記載。 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

２０１９年度（翌年度） 

事業の名称 
総事業費 

割合 

国費 

割合 

都道府県負担

割合 

市区町村負担 

割合 

事業者負担 

割合 

 
千円 千円 千円 千円 千円 

１００％ ％ ％ ％ ％ 

合 計 
千円 千円 千円 千円 千円 

１００％ ％ ％ ％ ％ 

※総事業費については見込み額を記載 

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。 

 

６．計画期間 

 

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。 

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載 

 
事業の名称 

２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度 

4 月   9 月  12 月  3 月 4 月   9 月  12 月   3月 4 月  9月  12月  3月 

ＵＤタクシー車両

の導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．協議会の開催状況と主な議論  

 平成３１年３月６日 地域公共交通活性化協議会開催 

 

 

８．利用者等の意見の反映 

公共交通活性化協議会において公共交通利用者として協議会に参画している社会福祉協議

会、自治会や一般公募による市民などから意見を募集した。 

 

交付決定日着手 

３月３１日完了 

１台 



 

９．協議会（北広島市地域公共交通活性化協議会）メンバーの構成員 

関係都道府県 北海道石狩振興局 

関係市区町村 北広島市（2名） 

交通事業者・交通施

策管理者等 

一般社団法人札幌ハイヤー協会、北海道中央バス(株)大曲営業所、ジ

ェイ・アール北海道バス(株)長沼営業所、北海道旅客鉄道㈱北広島駅、

札幌地区バス協会、北海道地方交通運輸産業労働組合協議会、札幌開

発建設部札幌道路事務所、札幌開発建設部千歳道路事務所、北海道空

知総合振興局札幌建設管理部千歳出張所、札幌方面厚別警察署北広島

交番 

地方運輸局 北海道運輸局札幌運輸支局 

その他協議会が必

要と認める者 

北広島商工会、北広島市社会福祉協議会、北広島市 PTA連合会、北広

島市自治連合会（3名）、公募委員（4名）、北海学園大学工学部 

 
■注意事項 

・総合連携計画等の既存の計画を活用する場合は、上記の事項について記載のある計画をそ

のまま活用することでもよい。ただし、記載されていない事項については追記すること。 

 

【本計画に関する担当者・連絡先】 

（住 所）北広島市市中央 4丁目 2-1    

（所 属）北広島市企画財政部企画課    

（氏 名）村上 洋輔           

（電 話）011-372-3311          

（e-mail）kikaku@city.kitahiroshima.lg.jp 




